
電
気
関
係
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

「
主
要
電
気
工
作
物
」
と
は
、
小
規
模
発
電
設
備
に
属
す
る
も
の
（
太
陽
電
池
発
電
設
備
に
属
す
る
も
の

（
太
陽
電
池
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ
ン

サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
、
逆
変
換
装
置

及
び
電
力
貯
蔵
装
置
）
及
び
風
力
発
電
設
備
に
属
す
る
も
の
（
風
力
機
関
、
発
電
機
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電

圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ

ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
、
逆
変
換
装
置
及
び
電
力
貯
蔵
装
置
）
に
限
る
。）及

び
施
行
規
則
別
表
第
三
の
電
気
工
作
物
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。

三

「
主
要
電
気
工
作
物
」
と
は
、
小
規
模
発
電
設
備
に
属
す
る
も
の
（
太
陽
電
池
発
電
設
備
に
属
す
る
も
の

（
太
陽
電
池
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ
ン

サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及
び
逆
変
換
装

置
）
及
び
風
力
発
電
設
備
に
属
す
る
も
の
（
風
力
機
関
、
発
電
機
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷

時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波

数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及
び
逆
変
換
装
置
）
に
限
る
。）及
び
施
行
規
則
別
表
第
三
の
電
気
工
作

物
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

水
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ム
、
取
水
設
備
、
沈
砂
池
、
導
水
路
、
放
水
路
、
ヘ
ッ

ド
タ
ン
ク
、
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
、
水
圧
管
路
、
水
車
、
揚
水
式
発
電
所
に
お
け
る
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
、
貯
水

池
、
調
整
池
、
発
電
機
（
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
変
圧
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル

ト
以
上
か
つ
容
量
が
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。）、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル

ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器

（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
調
相
機
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係

る
容
量
二
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
電

力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
及
び

限
流
リ
ア
ク
ト
ル
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
周
波
数
変
換
機
器
（
容
量
十
五
万
キ
ロ

ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
整
流
機
器
（
容
量
十

五
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
直
流
電
源
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）、
遮
断
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
送
電
線
引
出
口
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。）並
び
に
電
力
貯
蔵
装
置
（
容
量
が
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超
え
る
も
の
に
限
り
、
専

ら
非
常
用
の
も
の
を
除
く
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
及
び
リ
に
お
い
て
同
じ
。）

イ

水
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
ダ
ム
、
取
水
設
備
、
沈
砂
池
、
導
水
路
、
放
水
路
、
ヘ
ッ

ド
タ
ン
ク
、
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
、
水
圧
管
路
、
水
車
、
揚
水
式
発
電
所
に
お
け
る
揚
水
用
の
ポ
ン
プ
、
貯
水

池
、
調
整
池
、
発
電
機
（
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
変
圧
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル

ト
以
上
か
つ
容
量
が
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。）、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル

ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器

（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
調
相
機
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係

る
容
量
二
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
電

力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
及
び

限
流
リ
ア
ク
ト
ル
（
送
電
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
発
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア

以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
周
波
数
変
換
機
器
（
容
量
十
五
万
キ
ロ

ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）、
整
流
機
器
（
容
量
十

五
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
直
流
電
源
用
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）並
び
に
遮
断
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
送
電
線
引
出
口
の
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
か
ら
ト
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
百
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
関
係
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正





ロ

火
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
、
ボ
イ
ラ
ー
、
独
立
過
熱
器
、
蒸
気
貯
蔵

器
、
蒸
気
井
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
機
関
、
燃
料
設
備
、
ば
い
煙
処
理
設
備
、
液
化
ガ
ス
設
備
、
ガ
ス

化
炉
設
備
、
脱
水
素
設
備
並
び
に
施
行
規
則
別
表
第
二
の
発
電
所
の
二
の
（
一
）
の
下
欄
に
掲
げ
る
発
電

設
備
に
係
る
発
電
機
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用

コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及

び
電
力
貯
蔵
装
置

ロ

火
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
、
ボ
イ
ラ
ー
、
独
立
過
熱
器
、
蒸
気
貯
蔵

器
、
蒸
気
井
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
機
関
、
燃
料
設
備
、
ば
い
煙
処
理
設
備
、
液
化
ガ
ス
設
備
、
ガ
ス

化
炉
設
備
、
脱
水
素
設
備
並
び
に
施
行
規
則
別
表
第
二
の
発
電
所
の
二
の
（
一
）
の
下
欄
に
掲
げ
る
発
電

設
備
に
係
る
発
電
機
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用

コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
及
び
遮
断
器

ハ

燃
料
電
池
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
燃
料
電
池
設
備
（
出
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も

の
に
限
る
。）、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ

ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
、
逆
変
換

装
置
（
容
量
五
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）及
び
電
力
貯
蔵
装
置

ハ

燃
料
電
池
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
燃
料
電
池
設
備
（
出
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も

の
に
限
る
。）、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ

ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及
び
逆
変

換
装
置
（
容
量
五
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）

ニ

太
陽
電
池
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
太
陽
電
池
（
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に

限
る
。）、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、調
相
機
、電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、

分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
、
逆
変
換
装
置
（
容

量
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）及
び
電
力
貯
蔵
装
置

ニ

太
陽
電
池
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
太
陽
電
池
（
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に

限
る
。）、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、調
相
機
、電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、

分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、遮
断
器
及
び
逆
変
換
装
置（
容

量
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）

ホ

風
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
風
力
機
関
、
発
電
機
（
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も

の
に
限
る
。）、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ

ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
、
逆
変
換

装
置
（
容
量
二
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
電
力
貯
蔵
装

置

ホ

風
力
発
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
風
力
機
関
、
発
電
機
（
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も

の
に
限
る
。）、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電
力
用
コ
ン
デ

ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及
び
逆
変

換
装
置
（
容
量
二
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）

ヘ

蓄
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の

蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器（
電

圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
調

相
機
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
二
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。）、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。）、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
及
び
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
十
七
万

ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
周
波
数
変
換

機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
、
逆
変
換
装
置
並
び
に
電
力
貯
蔵
装
置

ヘ

蓄
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の

蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器（
電

圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
調

相
機
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
二
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。）、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。）、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
及
び
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
十
七
万

ボ
ル
ト
以
上
の
蓄
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
周
波
数
変
換

機
器
、
整
流
機
器
、遮
断
器
及
び
逆
変
換
装
置（
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）

並
び
に
電
力
貯
蔵
装
置
（
出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
又
は
容
量
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
以
上
の
も
の

に
限
る
。）

ト

変
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の

変
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器（
電

圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
調

相
機
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
二
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。）、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。）、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所

に
係
る
容
量
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
十
七
万
ボ

ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
周
波
数
変
換
機

器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及
び
電
力
貯
蔵
装
置

ト

変
電
所
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧
調
整
器
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の

変
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器（
電

圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
調

相
機
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
二
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。）、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア

ン
ペ
ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。）、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
十
七
万
ボ
ル
ト
以
上
の
変
電
所

に
係
る
容
量
十
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
十
七
万
ボ

ル
ト
以
上
の
変
電
所
に
係
る
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
周
波
数
変
換
機

器
、
整
流
機
器
及
び
遮
断
器
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チ

（
略
）

チ

（
略
）

リ

需
要
設
備
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
遮
断
器
（
他
の
者
が
設
置
す
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接

続
す
る
た
め
の
受
電
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
変
圧
器
（
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
か
つ

容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
放
電
灯
用
変
圧
器
、
試
験
用
変
圧
器

等
の
特
殊
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）、
周
波
数
変
換
機
器
及
び
整
流
機
器
（
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以

上
か
つ
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
電
圧
一
万

ボ
ル
ト
以
上
か
つ
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。）、
調
相
機
及
び

分
路
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
か
つ
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。）並
び
に
電
線
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
み
、
電
圧
五
万
ボ
ル
ト
以
上
の
電
線
路
の
も
の
に
限
る
。）、
支
持
物

（
電
圧
五
万
ボ
ル
ト
以
上
の
電
線
路
の
も
の
に
限
る
。）及
び
電
力
貯
蔵
装
置

リ

需
要
設
備
に
属
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
遮
断
器
（
他
の
者
が
設
置
す
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接

続
す
る
た
め
の
受
電
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
変
圧
器
（
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
か
つ

容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
放
電
灯
用
変
圧
器
、
試
験
用
変
圧
器

等
の
特
殊
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）、
周
波
数
変
換
機
器
及
び
整
流
機
器
（
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以

上
か
つ
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。）、
電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
（
電
圧
一
万

ボ
ル
ト
以
上
か
つ
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
群
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。）、
調
相
機
及
び

分
路
リ
ア
ク
ト
ル
（
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
か
つ
容
量
一
万
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限

る
。）並
び
に
電
線
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
み
、
電
圧
五
万
ボ
ル
ト
以
上
の
電
線
路
の
も
の
に
限
る
。）及
び
支
持

物
（
電
圧
五
万
ボ
ル
ト
以
上
の
電
線
路
の
も
の
に
限
る
。）

四
〜
十
四

（
略
）

四
〜
十
四

（
略
）

（
事
故
報
告
）

（
事
故
報
告
）

第
三
条

電
気
事
業
者
（
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
電
気
事
業
者
に
あ
つ
て
は
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る

電
気
工
作
物（
原
子
力
発
電
工
作
物
及
び
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
除
く
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
関
し
て
、
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
自
家
用
電
気
工
作
物
（
鉄
道
営
業
法
（
明
治
三

十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
又
は
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年

法
律
第
九
十
二
号
）
が
適
用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
発
電
所
、
蓄
電
所
、
変

電
所
又
は
送
電
線
路
（
電
気
鉄
道
の
専
用
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
属
す
る
も
の
（
変
電
所
の

直
流
き
電
側
設
備
又
は
交
流
き
電
側
設
備
を
除
く
。）以
外
の
も
の
、
原
子
力
発
電
工
作
物
及
び
小
規
模
事
業
用

電
気
工
作
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
関
し
て
、
次
の
表
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発

生
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
二
以
上
の
号
に
該
当
す
る
事
故
で
あ
つ
て
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
が
異
な
る
事
故
は
、
経
済
産
業

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

電
気
事
業
者
（
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
電
気
事
業
者
に
あ
つ
て
は
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る

電
気
工
作
物（
原
子
力
発
電
工
作
物
及
び
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
除
く
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
関
し
て
、
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
自
家
用
電
気
工
作
物
（
鉄
道
営
業
法
（
明
治
三

十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
又
は
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年

法
律
第
九
十
二
号
）
が
適
用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
発
電
所
、
蓄
電
所
、
変

電
所
又
は
送
電
線
路
（
電
気
鉄
道
の
専
用
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
属
す
る
も
の
（
変
電
所
の

直
流
き
電
側
設
備
又
は
交
流
き
電
側
設
備
を
除
く
。）以
外
の
も
の
、
原
子
力
発
電
工
作
物
及
び
小
規
模
事
業
用

電
気
工
作
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
関
し
て
、
次
の
表
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発

生
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
二
以
上
の
号
に
該
当
す
る
事
故
で
あ
つ
て
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
者
が
異
な
る
事
故
は
、
経
済
産
業

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事

故

報

告

先

事

故

報

告

先

電
気
事
業
者

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設

置
す
る
者

電
気
事
業
者

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設

置
す
る
者

一
〜
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
主
要
電
気
工

作
物
の
破
損
事
故

電
気
工
作
物
の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安

監
督
部
長

電
気
工
作
物
の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安

監
督
部
長

四

次
に
掲
げ
る
も
の
に
属
す
る
主
要
電
気
工

作
物
の
破
損
事
故

電
気
工
作
物
の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安

監
督
部
長

電
気
工
作
物
の
設
置
の
場

所
を
管
轄
す
る
産
業
保
安

監
督
部
長

イ
〜
ヘ

（
略
）

イ
〜
ヘ

（
略
）

ト

容
量
が
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
を
超

え
る
蓄
電
所

ト

出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
又
は
容
量

八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
以
上
の
蓄
電
所

チ
〜
ヌ

（
略
）

チ
〜
ヌ

（
略
）

五
〜
十
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
〜
十
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
８
の
第
３
表
及
び
第
５
表
か
ら
第
７
表
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 


	01_省令
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